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１．試験の実施 

⑴ 試験は、コンピュータ試験の方法により行

う。ただし、システム障害等によりコンピュ

ータ試験の実施ができない場合には、本会が

指定する日時及び場所において筆記の方法

により試験を行うことができる。 
⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本会の

開催通知をもって行う。 
⑶～⑹ （略） 

⑺ 試験に不合格となった者は、当該受験日か

ら30日を経過しなければ再受験することは

できない。 

２．更新講習の開催 

⑴ 更新講習は、コンピュータ講習の方法によ

り行う。ただし、システム障害等によりコン

ピュータ講習の実施ができない場合には、本

会の指定する日時及び場所において集合研

修の方法により講習を行うことができる。 
⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本会の

開催通知をもって行う。 
 

３．受講・受験の申込手続等 

⑴ コンピュータの方法により、試験又は講習

を実施する場合 

申込手続等は、本会が別に通知するWEBサ

イトに掲載する。 
⑵ １．の(１)の但書及び２．(１)の但書によ

り、行う場合 

① 受験の申込みを行おうとする会員等及

び未許可法人等は、受験者ごとに別紙様式

１の「試験申込書」に必要事項を記入し、

受験者全員についての総括表を添付して

本会へ提出する。 
   なお、更新講習の受講の申込みについて

は、開催通知に同封する受講申込書に必要

事項を記入して本会へ提出する。 
 ② 受講・受験の申込締切日は、受講・受験

 

１．試験の実施 

⑴ 試験は、年５回、４月、５月、６月、11
月及び２月に実施する。 

 ただし、定款第48条の外務員登録等資格

委員会（以下「資格委員会」という。）が認

めるときは、回数を増減することができる。 
⑵ 試験の実施日時及び実施地は、毎年、本会

がこれを定める。 
⑶～⑹ （略） 

⑺ 合格基準に満たなかった者は、それ以後実

施される試験において再受験することがで

きる。 

２．更新講習の開催 

⑴ 更新講習は、毎年開催する。 
 

 

 

 

⑵ 開催日程及び開催地等は、本会がこれを定

める。 
 

３．受講・受験の申込手続等 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

 

⑴ 受験の申込みを行おうとする会員等及び

未許可法人等は、受験者ごとに別紙様式１の

「試験申込書」に必要事項を記入し、受験者

全員についての総括表を添付して本会へ提

出する。 
  なお、更新講習の受講申込書は別に定め

る。 
 
⑵ 受講・受験の申込締切日は、受講・受験日



新 旧 
日の１週間前（その日が休日にあたるとき

は翌営業日とする。以下同じ。) とする。

ただし、とくに必要があると認めるときは

これを変更することができる。 
③ 受講・受験料は、前号の申込締切日まで

に、所定の銀行口座に振込入金するものと

する。 
④ 本会は、①の「試験申込書」を受理した

ときは、受験者ごとに「受験番号」を付し、

別紙様式２の「受験票」を遅滞なく交付す

るものとする。 
⑤ 受講・受験の申込みの取消しをする場合

は、速やかに本会に届け出るものとする｡ 
⑥ 受講・受験料は、受講・受験日の前日（そ

の日が休日にあたるときは直前の営業

日。）までに申込みの取消しがあった場合

に限り、請求によりこれを返還する。 
 

附 則 
  この改正は、平成24年4月１日から施行する。 

 
附 則 

  この改正は、平成24年4月１日から施行する。 
 

の１週間前（その日が休日にあたるときは翌

営業日とする。以下同じ。) とする。ただし、

とくに必要があると認めるときはこれを変

更することができる。 
⑶ 受講・受験料は、前号の申込締切日までに、

所定の銀行口座に振込入金するものとする。 
 

⑷ 本会は、⑴の「試験申込書」を受理したと

きは、受験者ごとに「受験番号」を付し、別

紙様式２の「受験票」を遅滞なく交付するも

のとする。 
⑸ 受講・受験の申込みの取消しをする場合は、

速やかに本会に届け出るものとする｡ 
⑹ 受講・受験料は、受講・受験日の前日（そ

の日が休日にあたるときは直前の営業日。）

までに申込みの取消しがあった場合に限り、

請求によりこれを返還する。 
 

 

 


